
重 要 事 項 説 明 書 

 

ご利用者に対する居宅サービス提供開始にあたり、厚生省令に基づいて、当事業者がご利用者

に説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 事業所の概要                                                            

事 業 所 名 シティケアセンター長住 

所 在 地 福岡市南区長住３丁目７番１号 

事業者指定番号 福岡県  ４０７１３００２０８号 

管理者・連絡先 
大沼 善隆 

０９２－５５４－０３０３ 

サービス提供地域 福岡市全域 

 

２  事業所の職員体制等 

職 種 従事するサービス種類、業務 人 員 

管理者 管理業務 １名 

介護支援専門員 介護支援専門員 ２名以上 

                                                                               

３ 営業時間                                           

     区 分       平 日     土曜日     休祭日 

営業時間 9：00～ 18：00 
休日 

（２４時間連絡可） 

休日 

（２４時間連絡可） 

    （注）年末年始（12/30～1/3）は「休祭日」の扱いとなります。 

 

４ 当事業所のサービス方針について 

  当事業所は、在宅生活を基本とし、在宅の要介護者等の依頼を受け、当該居宅サービス計画に

基づくサービスが確保されるよう連絡調整その他の便宜の供与を行うとともに、お客様である

ご利用者の自己実現に向けて最大限の支援活動を行います。 

 

５ 担当の介護支援専門員等 

(1)担当する居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）は、次の通りです。サービスについて   

ご相談やご不満がある場合には、どんなことでもご連絡下さい。 

(2)担当する居宅介護支援専門員を事業所側の事情により変更する場合には、あらかじめご利

用者と協議します。 

 

居宅介護支援専門員 氏名  大沼 善隆     氏名   有吉 修平     

 氏名  永松 耕造     連絡先(電話) ０９２―５５４―０３０３ 

 

 



６ 料 金 

  （１） 居宅介護支援利用料は要介護度に応じ介護サービスの提供開始以降１ヶ月 

      あたり以下の金額となります。（全額保険給付） 

 

要介護１，２    １１，３０９円 

要介護３，４，５    １４，６９１円 

 

（２） 以下の場合は加算料金をいただきます。（全額保険給付） 

 

初回加算 

 

適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するた

め、特に手間を要する初回（新規に居宅サービス 

計画を策定した場合及び要介護状態区分の２段階

以上の変更認定を受けた場合）に算定。 

 

 

３，２１０円 

 

入院時情報連携

加算（Ⅰ） 

 

病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の

職員に対して、入院後３日以内に当該利用者に係

る必要な情報を提供している場合に算定。 

 

２，１４０円 

入院時情報連携

加算（Ⅱ） 

 

病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の

職員に対して、入院後７日以内に当該利用者に係

る必要な情報を提供している場合に算定。 

 

１，０７０円 

退院・退所加算 

 

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密

着型老人福祉施設若しくは介護保健施設に入所し

ていた者が退院又は退所し、その居宅において居

宅サービスを利用する場合において、当該利用者

の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、

地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人保健施

設の職員と面談を行ない、当該利用者に関する必

要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画

を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービス

の利用に関する調整を行った場合には、入院又は

入所期間中につき3回を限度として加算。 

◆ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 

無の場合 

連携1回 

（4,815円） 

連携2回 

(6,420円) 

◆ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 

有の場合 

連携1回 

(6,420円) 

連携2回 

(8,025円) 

 連携3回 

(9,630円) 

ターミナル 

ケアマネジメント

加算 

 

末期の悪性腫瘍の方に対し、24時間連絡が取れる

体制を確保し、利用者又はその家族の同意を得た

上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅

を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状

態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への

支援を実施した場合。また、訪問により把握した

利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等

及びケアプランに位置づけた居宅サービス事業者

へ提供した場合。 

 

４，２８０円 

小規模多機能型 

居宅介護事業所 

連携加算 

居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービス

から小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する

際に、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、

利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を

行なうことにより小規模多機能型居宅介護におけ

る居宅サービス計画の作成に協力を行なった場

合。 

３，２１０円 



看護小規模多機能

型居宅介護事業

所連携加算 

利用者が指定複合型サービスの利用を開始する際

に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合

型サービスを提供する事業所に提供し、当該指定

複合型サービス事業所における居宅サービス計画

の作成等に協力した場合。 

３，２１０円 

 

緊急時等居宅カン

ファレンス加算 

 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療

所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問

し、カンファレンスを行ない、必要に応じて、当

該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの利用に関する調整を行った場合。 

 

 

２，１４０円 

特定事業所加算 

（Ⅰ）～（Ⅲ） 

 

公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実

質的に独立した事業所であること。常勤且つ専従

の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が基準

に沿って配置されどのような支援困難ケースでも

適切に処理できる体制が整備されている場合。 

 

（Ⅰ）5,350円 

（Ⅱ）4,280円 

（Ⅲ）3,210円 

 

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない  

場合があります。その場合はいったん上記の金額の料金をいただき、サービス提供証明書を 

発行いたします。サービス提供証明書を後日、市町村（保険者）の窓口に提出しますと、   

差額の払戻しを受けることができます。 

 

７ 秘密の保持 

（１） 当事業所は、業務上知り得たご利用者及びその家族に対する秘密及び個人情報については、

ご利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、

契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

（２） 「個人情報の使用に係る同意書」によりご利用者、ご家族の同意を得た場合は、前項の規

定にかかわらず、利用目的の範囲内で個人情報を取得、使用及び第三者に提供できるもの

とします。 

 

８ 介護サービス記録のご利用者への開示 

（１） 当事業所は、一定期間ごとに居宅サービス計画（ケアプラン）に記載したサービス提供    

の目標等の達成状況等を評価し（モニタリング表）、その結果を「居宅介護支援経過」等

の書面に記録します。 

（２） 事業所は、「居宅サービス計画」「居宅介護支援経過」等の記録をご利用終了後５年間は

適正に保存し、ご利用者、ご家族の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写

しを交付します。 

     ※白黒Ａ４ 1枚 10円 

 

９  サービス利用料及びご利用者負担 

（１）居宅介護支援については、ご利用者の負担はありません。 

（２） 介護支援専門員が通常のサービス地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合には、

その旅費（実費）の支払いが必要となります。 

 



10 苦情等申立先 

 

当施設ご利用 

相談室 

窓口担当者 マネージャー 大沼 善隆 

解決責任者  施設長      大林 賢士 

ご利用時間 ２４時間 

ご利用方法 電話（092）554-0294  ﾌｧｯｸｽ（092）554-0295 

      意見箱（ギャラリーホールに設置） 

 

法人設置の 

第三者委員 

 

 

・和智 公一 （和智法律事務所・弁護士） 

０９２－７５１－３４４８ 

・末永 須磨子（民生委員・児童委員） 

 ０９２－５４１－３０３０ 

・宮里 幸子（民生委員・児童委員） 

 ０９２－５４２－８４６９ 

 

  ※第三者委員は、苦情に対する社会性、客観性を担保することをもって、法人の信頼や適正化

の確保を図ることを目的として設置しています。 

  

○ 次の公的機関においても、苦情の申出等ができます。 

市町村介護保険相談窓口 対応時間各区共通 ９：００～１７：００（月～金） 

南区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市南区塩原３丁目２５番３号 

電話番号    ０９２－５５９－５１２７ 

城南区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市城南区鳥飼６丁目１－１ 

電話番号    ０９２－８３３－４１０２ 

早良区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市早良区百道２丁目１－１ 

電話番号    ０９２－８３３－４３５２ 

博多区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市博多区博多駅前２丁目１９―２４ 

電話番号    ０９２－４１９－１０７８ 

 西区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市西区内浜１丁目４－１ 

電話番号    ０９２－８９５－７０６３ 

中央区保健福祉センター  

福祉・介護保険課 

所在地     福岡市中央区大名２丁目５－３１ 

電話番号    ０９２－７１８－１１４５ 

東区保健福祉センター 

  福祉・介護保険課 

所在地     福岡市東区箱崎２丁目５４－１ 

電話番号    ０９２－６４５－１０７１ 

 

福岡県国民健康保険団体連

合会（国保連） 

所在地     福岡市博多区吉塚本町１３－４７ 

電話番号    ０９２－６４２－７８００（代表） 

ＦＡＸ番号   ０９２－６４２－７８５３ 

利用時間    ９：００～１７：００（月～金） 

福岡県社会福祉協議会 

福祉サービス苦情相談 

窓口 

所在地     春日市原町３丁目１番７号 

        クローバープラザ内 

電話番号    ０９２－９１５－３５１１ 

ＦＡＸ番号   ０９２－５８４－３３５４ 

利用時間    ９：００～１７：００（火～日） 



 

11 虐待の防止について 

当事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を  

講じます。 

（１）委員会の設置、研修等を通じて、職員のご利用者に対する人権意識の向上や知識の向上に  

努めます。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）サービス提供中に当事業所職員、サービス提供事業所職員又は養護者（ご利用者の家族等  

高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、  

速やかに、これを保険者に通報します。 

 

(４) 職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員がご利用者等の 

権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

○高齢者虐待に関する行政の相談窓口 

 

 

 

福岡市保健福祉局 

高齢社会部 

事業者指導課 

 

所在地     福岡市中央区天神１丁目８番１号 

電話番号    ０９２－７１１－４３１９ 

ＦＡＸ番号   ０９２－７２６－３３２８ 

利用時間    ９：００～１７：００（月～金） 


